
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
皮膚の表面に光を照射することにより筋肉内へ透過した光が反射する反射光を目視するこ
とによって血管の位置を視認するように構成された血管の探知装置であって、先端側に皮
膚に当接させる接皮部が形成されているとともに、基端側に接眼部が形成されてなる遮光
筒と、この遮光筒の回りに配されて皮膚に向けて光を照射する発光部材とを備えて構成さ
れ、上記接皮部には皮膚にマークを付けるマーカーが設けられていることを特徴とする血
管の探知装置。
【請求項２】
上記接眼部にレンズが設けられていることを特徴とする請求項１記載の血管の探知装置。
【請求項３】
上記接眼部にフィルタが設けられていることを特徴とする請求項１または２記載の血管の
探知装置。
【請求項４】
上記遮光筒の回りを囲む外筒が設けられ、この外筒と遮光筒との間に上記発光部材および
電池を装填する装填室が形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記
載の血管の探知装置。
【請求項５】
上記マーカーは、皮膚に直線状のマークを付けるように構成されていることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれかに記載の血管の探知装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、注射をするときや採血を行うとき等に皮膚の上から血管の位置を視認した上で
その位置にマークを付けるために用いられる血管の探知装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、特開昭４９－４２１８２号公報、特開昭６０－１０８０４３号公報、特開平７－２
５５８４７号公報、特開２０００－３１６８６６号公報等によって開示された患者の血管
位置を探索する装置が知られている。
【０００３】
特開昭４９－４２１８２号公報および特開昭６０－１０８０４３号公報のものは、いずれ
も皮膚を介して体内に音波を送り込み、その反射音から血管の位置を検出してその部分に
マーカーにより印を付けるように構成されている。
【０００４】
また、特開平７－２５５８４７号公報のものは、皮膚に光を照射し、その反射光を受光し
てその光量が予め設定された閾値以下であるか否かが測定部で判別され、閾値以下のとき
は表示部のランプが点灯してその位置に血管が存在することを報知するようになっている
。
【０００５】
さらに、特開昭２０００－３１６８６６号公報に記載されたものは、人体に赤外線を照射
してその反射光を目視し、黒く視認された部分を血管の存在する位置として判別するよう
になされている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記特開昭４９－４２１８２号公報、特開昭６０－１０８０４３号公報、特開
平７－２５５８４７号公報に記載された血管位置を検出する装置は、所定の音波や光を発
生させるための装置が必要であるとともに、人体からの反射音や反射光を一旦電気信号に
変換して所定の方法で血管位置を判別し、その判別結果をディスプレー等の出力装置を介
して出力するようになされている。従って、装置が全体的に大型化して手軽に持ち運びす
ることができないため汎用性および即応性に欠けるという問題点を有している。
【０００７】
これに対し特開２０００－３１６８６６号公報に記載されたものは、人体に赤外線を照射
してその反射光を目視するだけでのものであるため出力装置は不要であるが、赤外線を発
生させる電源装置が必要であり、この電源装置は、通常、商用電源を利用するものである
ため、野外の商用電源が存在しない場所ではこの装置を利用することができず、これも上
記同様に汎用性および即応性に欠けるという問題点を有している。
【０００８】
本発明は、上記のような問題点を解消するためになされたものであり、手軽に携帯するこ
とが可能であるばかりか、商用電源の有無に関らず人体や動物の血管の位置を確実に視認
することができる血管の探知装置を提供することを目的としている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の発明は、皮膚の表面に光を照射することにより筋肉内へ透過した光が反射
する反射光を目視することによって血管の位置を視認するように構成された血管の探知装
置であって、先端側に皮膚に当接させる接皮部が形成されているとともに、基端側に接眼
部が形成されてなる遮光筒と、この遮光筒の回りに配されて皮膚に向けて光を照射する発
光部材とを備えて構成され、上記接皮部には、皮膚にマークを付けるマーカーが設けられ
ていることを特徴とするものである。
【００１０】
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この発明によれば、遮光筒の接皮部の先端縁部を人体や動物の皮膚の目的とする部分に当
接させた状態で発光部材を発光させると、この発光は皮膚を透過して筋肉内に到り、ここ
で乱反射して拡散し、一部は反射光となって遮光筒内に侵入するため、接眼部に目を当て
て遮光筒内を覗くことにより、外光が遮断された状態でこの反射光を明確に視認すること
ができる。
【００１１】
そして、筋肉と血管とでは、血管の方が光を吸収する度合い（吸収率）が大きいため、皮
膚を介して筋肉内に侵入した光の内、太い血管が存在する位置に照射されたものは、その
ほとんどが血管に吸収されてしまい、血管存在位置の反射光は血管が存在しない（但し毛
細血管は存在する）筋肉部分からの反射光より弱いものとなるばかりか、血管より奥部の
筋肉部分にまで到達した光の反射光は、血管によって遮られることとなり、その結果、遮
光筒内を目視することにより、皮下の血管位置が他の部分に比べて黒く視認され、これに
よって血管の存在位置が確認される。
【００１２】
従って、遮光筒の接皮部を人体や動物の目的とする位置の皮膚上で移動させつつ接眼部か
ら遮光筒内を覗き込んで目視観察を行うことにより、処理に適した血管が容易に探索され
る。
【００１３】
そして、血管探知装置は、遮光筒とその回りに配された発光部材とを備えた小型のもので
あり、例えば、発光部材に電力を供給するための電池を遮光筒の適所に装填し得るように
構成しても小型であることに変わりなく、従って、容易に携帯することが可能であるため
、大型のものの場合はその探知装置の存在する位置まで患者が出向かなければならず、汎
用性および即応性に欠けるという従来の不都合が解消され、場所を問わずに必要個所で手
軽に血管位置の視認を行うことができ、特に救急時や商用電力を容易に得ることができな
い場所等で有効に利用される。
【００１４】
また、接皮部には、皮膚にマークを付けるマーカーが設けられているため、遮光筒を覗き
所望の血管が視認された状態で遮光筒を皮膚に向けて強く押し付けることにより、皮膚に
マークが刻印された状態になる。従って、このマークの位置を目安にして注射針を刺し込
むことにより、注射針を容易に血管内に導くことができる。
【００１５】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、上記接眼部にレンズが設けられて
いることを特徴とするものである。
【００１６】
この発明によれば、レンズを介して遮光筒内を目視することにより、視度の調節が可能に
なり、焦点が合ったよく見える状態で容易に血管位置を探索することができる。
【００１７】
請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の発明において、上記接眼部にフイルタが
設けられていることを特徴とするものである。
【００１８】
この発明によれば、フイルタを介して遮光筒内を目視することにより、視野のコントラス
ト調節が可能になり、コントラストが良好で血管をよく分別できる状態で容易に血管位置
を探索することができる。
【００１９】
請求項４記載の発明は、請求項１乃至３記載の発明において、上記遮光筒の回りを囲む外
筒が設けられ、この外筒と遮光筒との間に上記発光部材および電池を装填する装填室が形
成されていることを特徴とするものである。
【００２０】
この発明によれば、発光部材および電池が外筒内に収納されることにより、遮光筒の外周
面に剥き出しで電池や発光部材を取り付けた場合に比較して血管探知装置の外観視が美麗
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になるとともに、凹凸が存在しなくなることにより携帯も容易になる。
【００２１】
請求項５記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の発明において、上記マーカー
は、皮膚に直線状のマークを付けるように構成されていることを特徴とするものである。
【００２２】
この発明によれば、マーカーと血管とが互いに重なり合うように遮光筒を軸心回りに回し
たり場所を移したりした後、遮光筒を皮膚に向けて強く押し付けることにより、マーカー
による直線マークが皮膚に刻印された状態になる。従って、円内の直線マークに沿うよう
に注射針を皮膚に刺し込むことにより、注射針は血管の延びる方向に向けて皮下に侵入し
、血管の外周面を貫いて平行に血管内に入り込み、一旦血管内に刺し込まれた注射針が血
管を径方向に貫通してしまうような不都合が回避される。
【００２３】
このように、マーカーによって注射針の針入方向が案内されるため、ただ単に点描等で位
置を示しただけでは注射針の針入方向が明確でなくなり、これによって確実に注射針の先
端を血管内に留まらせることが困難な従来の不都合が解消される。
【００２４】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明に係る血管探知装置の第一の実施形態を示す一部切欠き分解斜視図であり
、図２は、図１に示す血管探知装置の組立て斜視図である。また、図３は、図２に示す血
管探知装置のＡ－Ａ線断面図であり、図４は、図２に示す血管探知装置の底面図である。
【００２５】
これらの図に示すように、血管探知装置１０は、皮膚の表面に光を照射することにより筋
肉内へ透過した光が反射する反射光を目視することで血管の位置を視認するように構成さ
れたものであり、外光の侵入を阻止した状態で皮膚の表面に押し当てられる遮光筒２０と
、この遮光筒の回りに配されて皮膚に向けて光を照射する発光部材３０と、この発光部材
３０への電力供給のオン・オフを操作する電源スイッチ４０と、これら遮光筒２０、発光
部材３０および電源スイッチ４０を内装するケーシング５０とを備えた基本構成を有して
いる。
【００２６】
上記遮光筒２０は、円筒状の筒本体２１と、この筒本体２１内の下端部において対向内周
面間を横断する架橋材２２と、筒本体２１の下端部に外嵌される接皮筒２３と、筒本体２
１の上部外周面に径方向の外方に向かって突設された操作突起２４と、筒本体２１の下部
に筒心と同心で突設された３条の環状突起２５とを備えて構成されている。
【００２７】
上記筒本体２１は、外径寸法および長さ寸法がそれぞれ略２０ｍｍおよび略７０ｍｍに設
定されているとともに、肉厚寸法が略１．５ｍｍに設定され、これによって一方の眼で筒
本体２１内を覗き込み易いようになっている。かかる筒本体２１の上方開口部によって本
発明に係る接眼部が形成されているとともに、下方の開口部によって本発明に係る接皮部
が形成されている。
【００２８】
上記架橋材２２は、その下面の中心位置には下方に向けて略２ｍｍ程突設された長さ寸法
が略３ｍｍのマーカー２６を有している。このマーカー２６は、遮光筒２０の下端部が人
体や動物の皮膚に押し当てられた状態で、その位置に印を付けるためのものである。
【００２９】
なお、皮膚は外圧が加えられて変形すると、その変形を所定時間維持する、いわゆる履歴
性を有しており、押圧物の押圧面の形が容易に残るため、皮膚に向けてマーカー２６を僅
かに押圧するだけでその位置にマークが付けられることになる。
【００３０】
上記接皮筒２３は、筒本体２１内への外光の侵入を確実に防止するためのものであり、本
実施形態においては、内径寸法が筒本体２１の外径寸法と略同一に寸法設定されたゴム製
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の筒によって形成されている。かかる接皮筒２３は、筒本体２１の下端部から上記マーカ
ー２６の突出量と同一の量だけ下方に向けて突出するように筒本体２１に外嵌される。こ
うすることによって、マーカー２６の下端面が緩やかに皮膚に当接した状態で接皮筒２３
の下端の周縁面が皮膚に当接し、この部分からの外光の筒本体２１内への侵入が有効に阻
止される。
【００３１】
上記操作突起２４は、ケーシング５０に内装された遮光筒２０を筒心回りに回動させたり
、皮膚に向けて押圧操作するときに用いられるものである。かかる操作突起２４の先端面
には滑り止めのローレット模様２４ａが形成され、これによって操作突起２４の操作性が
良好になるようにしている。
【００３２】
そして、かかる操作突起２４によって片手で遮光筒２０を回動および押し下げ操作するこ
とができるため、視認者は他方の手で被視認者の腕等の視認部位を支持することが可能に
なり、視認操作が安定する。このことは、被視認者が幼児であるときに特に有効である。
【００３３】
上記環状突起２５は、下部フランジ２５ａ、中間フランジ２５ｂおよび上部フランジ２５
ｃとからなっている。これらの環状突起２５ａ，２５ｂ，２５ｃは、遮光筒２０がケーシ
ング５０に内装された状態で各種の内装物の装着状態を安定させるためのものである。具
体的には、下部フランジ２５ａは、接皮筒２３の筒本体２１に対する過度の嵌まり込みを
規制するためのものであり、中間フランジ２５ｂは、発光部材３０の装着状態を安定させ
るためのものであり、上部フランジ２５ｃは、遮光筒２０を上方に向かって付勢する後述
のコイルスプリング５８を遮光筒２０側で支持するためのものである。
【００３４】
上記発光部材３０は、環状に形成されたプリント基板３１と、このプリント基板３１の下
面に周方向等ピッチで装着される複数のＬＥＤ（発光ダイオード）３２とからなっている
。プリント基板３１は、外径が装着位置のケーシング５０の内径より僅かに小さく寸法設
定されているとともに、内径が遮光筒２０の筒本体２１の外径より僅かに大きく寸法設定
されている。
【００３５】
かかるプリント基板３１は、筒本体２１の中間フランジ２５ｂと上部フランジ２５ｃとの
間に装着される。そのために、例えばプリント基板３１の適所に径方向に延びるスリット
を設け、このスリットを広げることでプリント基板３１を筒本体２１の中間フランジ２５
ｂと上部フランジ２５ｃとの間に装着し得るようにしたり、プリント基板３１を二分割方
式のものにする等の工夫が凝らされている。
【００３６】
上記ＬＥＤ３２は、遮光筒２０の下端面（すなわち接皮筒２３の下端面）が人体や動物の
皮膚に当接された状態で接皮筒２３の周りに光を照射するためのものであり、こうするこ
とによってＬＥＤ３２からの照射光は皮膚を透過して筋肉内に侵入し、筋肉内で拡散する
とともに乱反射する。この反射光の一部は筒本体２１内に入光し、これを目視観察するこ
とにより血管の位置を視認するようにしている。
【００３７】
そして、血液の光吸収率は筋肉の光吸収率より大きいため、筋肉内に入った光は、血管が
存在する位置ではそのほとんどが血液に吸収されてしまうとともに、散光した光が血管に
遮られる。従って、ＬＥＤ３２を発光させた状態で接皮筒２３を皮膚に押し当てて遮光筒
２０を覗くと血管の位置が黒く見え、これによって血管の位置を視認することができる。
【００３８】
上記電源スイッチ４０は、スイッチ回路の内装されたスイッチ本体４５と、このスイッチ
本体４５から突設されたスイッチボタン４６とからなっている。スイッチボタン４６は、
オフ状態で押圧するとスイッチが入ったオン状態になり、オン状態で押圧するとスイッチ
が切れてオフ状態になる、いわゆるプッシュオンプッシュオフ式のものが採用され、これ
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によって電源スイッチ４０の操作性を良好にしている。なお、電源スイッチ４０は、プッ
シュオンプッシュオフ式のものに限定されるものではなく、通常のトグルスイッチ等であ
ってもよい。
【００３９】
上記ケーシング５０は、遮光筒２０、発光部材３０、および電源スイッチ４０を内装する
胴部ケーシング５１と、この胴部ケーシング５１の上部に装着される頂部ケーシング５４
と、同下端部に装着される連結リング体５７とからなっている。
【００４０】
上記胴部ケーシング５１は、一部を除いて左右対称に形成された左片割れケーシング５２
と右片割れケーシング５３とが互いに合体されることによって形成されるようになってい
る。
【００４１】
各片割れケーシング５２，５３は、平板状の平板部５１ａと、この平板部５１ａの両側部
から直角に折り曲げられた状態で延設された各片割れケーシング５２，５３当り一対の側
板５１ｂと、上記平板部５１ａの上下方向の略中間位置から下方の部分で外方に向かって
膨設されて形成した膨出部５１ｃと、この膨出部５１ｃの下部に先細りになるように下方
に向かって延設された先細り部５１ｄと、各平板部５１ａの裏面側に互いに対向するよう
に突設された平面視で半円状を呈した半円状リブを内装する半割れ角筒５１ｅと、各半割
れ角筒５１ｅの上縁部から上方に向かって突設された円弧板５１ｆとを備えて構成されて
いる。
【００４２】
上記左片割れケーシング５２および右片割れケーシング５３が互いに合体して胴部ケーシ
ング５１が形成されることにより、互いに対向した上記一対の先細り部５１ｄによって逆
円錐部５１ｄ′が形成されるとともに、同上記一対の円弧板５１ｆによって上部筒体５１
ｆ′が形成されるようになっている。
【００４３】
そして、各円弧板５１ｆの内面には、視度調節用のレンズ５９を装着するためのレンズ装
着溝５９ａが凹設され、各円弧板５１ｆが合体されることによりレンズ５９の周縁部がこ
れらのレンズ装着溝５９ａに嵌め込まれて上部筒体５１ｆ′内にレンズ５９が装着された
状態になるようにしている。すなわち、上部筒体５１ｆ′は、本発明に係る遮光筒２０の
一部とみなすことができる。
【００４４】
上記膨出部５１ｃは、先細り部５１ｄとの境界部分において、各片割れケーシング５２，
５３が合体された状態で平面視が真円になるように形状設定された真円部５１ｇを有して
いる。この真円部５１ｇは、内径寸法が環状を呈した上記プリント基板３１の外径寸法よ
り僅かに大き目に寸法設定されているとともに、この位置に曲率中心が真円部５１ｇの筒
心と一致するように中心設定された上部半円形リブ５１ｈが設けられている。
【００４５】
この上部半円形リブ５１ｈは、片割れケーシング５２，５３が合体された状態でプリント
基板３１を支持するためのものであり、内径寸法が複数のＬＥＤ３２の平面視で外側の包
絡線によって形成される円（外側包絡円）の径寸法より若干大き目に設定され、これによ
って複数のＬＥＤ３２が上部半円形リブ５１ｈ内に嵌り込み得るようになっている。
【００４６】
また、上部半円形リブ５１ｈの下部位置には、上記下部フランジ２５ａに対応した下部環
状突起５１ｉが設けられている。この下部環状突起５１ｉの内径寸法は上記外側包絡円の
径寸法より若干大き目に寸法設定されている一方、上記遮光筒２０の筒本体２１に形成さ
れた下部フランジ２５ａの外径寸法はＬＥＤ３２の内側の包絡線によって形成される円（
内側包絡円）より若干小さ目に寸法設定され、これによってプリント基板３１が真円部５
１ｇ内に装着された状態で、図３に示すように、ＬＥＤ３２が下部フランジ２５ａと下部
環状突起５１ｉとの間の隙間に嵌まり込み得るようになっている。
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【００４７】
上記半割れ角筒５１ｅは、内径寸法が遮光筒２０の筒本体２１の外径寸法より僅かに大き
く寸法設定されているとともに、遮光筒２０が半割れ角筒５１ｅに装着されてそのマーカ
ー２６の下端面と胴部ケーシング５１の先細り部５１ｄの下端面とが同一平面に位置設定
された状態で、半割れ角筒５１ｅの下端面が遮光筒２０の上部フランジ２５ｃに対して若
干離間した高さに位置設定されるように長さ寸法が設定されている。
【００４８】
一方、遮光筒２０は、その筒本体２１が半割れ角筒５１ｅに装着され、かつ、マーカー２
６の下端面とケーシング５０の先細り部５１ｄの下端面とが同一平面に位置設定された状
態で、その上端部が胴部ケーシング５１の円弧板５１ｆの下端縁に当接するように長さ寸
法が設定されている。
【００４９】
そして、図３に示すように、筒本体２１には、その上部フランジ２５ｃとプリント基板３
１との間には圧縮コイルスプリング５８が外嵌され、これによって遮光筒２０が胴部ケー
シング５１内で常に上方に向けて付勢された状態になっており、筒本体２１に上方に向か
う力が加わることにより、遮光筒２０の下端部が圧縮コイルスプリング５８の付勢力に抗
して胴部ケーシング５１から外部に突出するようになっている。
【００５０】
また、各片割れケーシング５２，５３の互いに対向した一方の側の各側板５１ｂには、上
記スイッチボタン４６を挿通するための切欠き溝５１ｊが設けられているとともに、この
切欠き溝５１ｊが設けられている側板５１ｂと半割れ角筒５１ｅとの間にスイッチ本体４
５を装着するためのスイッチ装着空間が形成されている。また、胴部ケーシング５１にお
けるスイッチ装着空間５１０と反対側の空間に電池Ｄを装填するための電池装填空間５１
１が形成されている。
【００５１】
そして、左片割れケーシング５２には、平板部５１ａにおける膨出部５１ｃより若干上方
位置に、上記遮光筒２０の操作突起２４を外部に突出させるための操作窓５２ａが設けら
れている。この操作窓５２ａは横長に形成されているとともに、上下寸法が操作突起２４
の上下幅より長めに設定され、これによって操作突起２４が操作窓５２ａから外部に突出
した状態で操作突起２４を左右に操作することにより筒本体２１を筒心回りに略９０°の
範囲で回動操作することができるとともに、同操作突起２４を下方に向けて押圧すること
により、筒本体２１の下端部を胴部ケーシング５１から外部に突出させ得るようになって
いる。
【００５２】
また、先細り部５１ｄの下端縁部には、下方に向けて突出した雄ねじ縁部５１ｋが設けら
れている。各片割れケーシング５２，５３の雄ねじ縁部５１ｋには、両者が合体した状態
で雄ねじが形成されるようにねじ突条が形成されている。片割れケーシング５２，５３が
合体された状態でこれらの雄ねじ縁部５１ｋに上記連結リング体５７が螺着され、これに
よって片割れケーシング５２，５３の下部の合体状態が維持されるようになっている。
【００５３】
上記頂部ケーシング５４は、各片割れケーシング５２，５３が合体されることによって形
成された胴部ケーシング５１の上部の合体状態を維持するためのものであり、逆漏斗状の
逆漏斗部５５と、この逆漏斗部５５の上部の先窄まりの部分に形成されたキャップ部５６
とからなっている。
【００５４】
逆漏斗部５５の下端縁部には、外方位置が一段下がった段差縁部５５ａが設けられている
一方、上記胴部ケーシング５１の上縁部には内方位置が一段上がり、かつ、上記逆漏斗部
５５の段差縁部５５ａに対応する段差縁部５１ｍが設けられ、片割れケーシング５２，５
３が合体した状態で逆漏斗部５５の段差縁部５５ａが胴部ケーシング５１の段差縁部５１
ｍに嵌め込まれることにより胴部ケーシング５１の上部の合体状態が維持されるようにな
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っている。
【００５５】
上記キャップ部５６は、逆漏斗部５５の頂部を上下に貫通した状態で形成されたキャップ
筒５６ａと、このキャップ筒５６ａの頂部を塞ぐように設けられた、中央部に覗き孔５６
ｃを有する環状天板５６ｂとを備えて構成されている。キャップ筒５６ａは、胴部ケーシ
ング５１の上部筒体５１ｆ′に摺接状態で外嵌されるように内径寸法が設定されていると
ともに、上記覗き孔５６ｃは、径寸法が上部筒体５１ｆ′の内径寸法より若干小さ目に寸
法設定されている。このようなキャップ部５６のキャップ筒５６ａおよび環状天板５６ｂ
によって本実施形態における本発明の接眼部が形成されている。
【００５６】
上記連結リング体５７は、各片割れケーシング５２，５３が合体された状態で、その下端
部を互いに連結して一体化するためのものであり、内径寸法が胴部ケーシング５１の下端
部に形成された雄ねじ縁部５１ｋの外径寸法より僅かに大きく寸法設定されているととも
に、内周面に雄ねじ縁部５１ｋのねじ突条に対向したねじ溝が螺設されている。従って、
各片割れケーシング５２，５３が合体された状態でこの連結リング体５７を雄ねじ縁部５
１ｋに螺着して締結することにより、合体された片割れケーシング５２，５３の下端部が
外れ止めされることになる。
【００５７】
そして、ケーシング５０を組み付けるに際しては、まず、図１に示す状態において、右片
割れケーシング５３（左片割れケーシング５２でもよい）のスイッチ装着空間５１０に電
源スイッチ４０を装着する。さらに、右片割れケーシング５３のレンズ装着溝５９ａにレ
ンズ５９を嵌め込んだ後、下面にＬＥＤ３２が取り付けられたプリント基板３１を右片割
れケーシング５３の上部半円形リブ５１ｈ上に配置する。
【００５８】
ついで、右片割れケーシング５３の半割れ角筒５１ｅ内に筒本体２１の操作突起２４と反
対側の面を嵌め込んだ後、引き続き左片割れケーシング５２の半割れ角筒５１ｅを筒本体
２１に被せるようにして左片割れケーシング５２を右片割れケーシング５３に合わせる。
こうすることによって、遮光筒２０を胴部ケーシング５１内に装着した状態にすることが
できる。
【００５９】
この状態で、胴部ケーシング５１の下部の雄ねじ縁部５１ｋに連結リング体５７を螺着し
て連結するとともに、頂部ケーシング５４を胴部ケーシング５１の頂部に被せて上下の段
差縁部５５ａ，５１ｍを互いに嵌め合わせる。こうすることによって、図２に示すように
、ケーシング５０内に遮光筒２０、発光部材３０および電源スイッチ４０が内装された血
管探知装置１０が完成する。電池Ｄは、血管視認装置１０の完成後に胴部ケーシング５１
から頂部ケーシング５４を取り外した状態で電池装填空間５１１に装填される。
【００６０】
そして、電池装填空間５１１に電池Ｄが装填された状態で頂部ケーシング５４を胴部ケー
シング５１に装着することにより、キャップ筒５６ａの裏側に設けられている通電接続用
の接続板が電池Ｄの極部を押圧し、これによって電池Ｄの電力を電源スイッチ４０を介し
てＬＥＤ３２に供給する電気回路が形成されるようになっている。
【００６１】
図５は、このように構成された本実施形態の血管探知装置１０の作用を説明するための説
明図であり、（イ）は、血管探知装置１０の下端面を皮膚Ｓに当接させた状態を示す側面
図、（ロ）は、血管探知装置１０の接眼部から皮膚Ｓを覗き込んだ状態を示す平面図、（
ハ）は、（ロ）において操作突起２４を回動操作することにより架橋材２２を血管の延び
る方向に合わせた状態を示す平面図、（ニ）－▲１▼は、（ハ）において操作突起２４を
押圧操作することによりマーカー２６を突出させて皮膚ＳにマークＭを付けつつある状態
を示す側面図、（ニ）－▲２▼は、皮膚Ｓに付いたマークＭを示す平面図である。
【００６２】
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血管Ｋの位置を探索するためには、まず、図５の（イ）に示すように、電源スイッチ４０
のオン操作によりＬＥＤ３２（図１）を発光させた状態で、血管探知装置１０の下端面を
皮膚Ｓの表面に当接させつつ覗き孔５６ｃから遮光筒２０内を覗き込む。そうすると、Ｌ
ＥＤ３２からの発光は、図５の（イ）に矢印で示すように、皮膚Ｓ内に侵入して筋肉Ｉ部
分で乱反射するとともに、一部の反射光は遮光筒２０内を通って覗き孔５６ｃから外部に
向かうため、覗き孔５６ｃから覗くことによって、図５の（ロ）に点描で示すように、皮
膚Ｓが明るく輝いた状態を目視することができる。
【００６３】
ところで、血管Ｋ内の血液は筋肉Ｉとは異なり、入った光のほとんどを吸収してしまう性
質があることから、筋肉Ｉ内に入光した光の内で血管Ｋが存在する部分からは反射光が得
られない他、筋肉内に進入した光が血管Ｋにより遮られる。従って、覗き孔５６ｃから遮
光筒２０内を覗いた状態で、筋肉Ｉ内に血管Ｋが存在する位置は、図５の（ロ）に太い黒
線で示すように黒く見える。これによって覗き孔５６ｃを覗くことにより血管Ｋの位置を
視認することができる。
【００６４】
ついで、図５の（ロ）に示す状態において、操作突起２４を回動操作して遮光筒２０を筒
心回りに回動させ、図５の（ハ）に示すように、遮光筒２０の架橋材２２の延びる方向を
血管Ｋの延びる方向と一致させる。
【００６５】
引き続き、操作突起２４を下方に押圧すると、図５の（ニ）－▲１▼に示すように、遮光
筒２０のマーカー２６がケーシング５０から下方に突出し、これによって皮膚Ｓの表面が
マーカー２６によって押圧されて下方に凹むことになる。
【００６６】
そして、上記マーカー２６による皮膚Ｓの押圧操作を数秒間継続した後、血管探知装置１
０を皮膚Ｓから離すと、図５の（ニ）－▲２▼に示すように、皮膚Ｓの表面には延びる方
向が血管Ｋの延びる方向と一致したマークＭが付けられた状態になる。このマークＭによ
って皮膚Ｓ下の血管Ｋの存在位置とその延びる方向が視認される。従って、このマークＭ
の延びる方向に注射針を刺し通すことにより、注射針は血管内に確実に導入される。
【００６７】
次に、図６～８を参照して、本発明に係る血管探知装置の第二の実施形態について説明す
る。なお以下の説明では、第一の実施形態と同様の部材には同一の符号を付し、重複する
説明を省略する。図６は、本発明に係る血管探知装置の第二の実施形態を示す斜視図であ
る。また、図７は、図６に示す血管探知装置の断面図であり、図８は、図７に示す血管探
知装置の底面図である。
【００６８】
図７を参照して、本発明の第二の実施形態に係る血管探知装置１０は、外光の侵入を阻止
した状態で皮膚の表面に押し当てられる遮光筒２０と、この遮光筒の回りに配されて皮膚
に向けて光を照射する発光部材３０と、この発光部材３０への電力供給のオン・オフを操
作する電源スイッチ４０と、これら遮光筒２０、発光部材３０および電源スイッチ４０を
内装するケーシング５０とを備えた基本構成を有している。
【００６９】
上記遮光筒２０は、円筒状の筒本体２１と、この筒本体２１内の下端部において対向内周
面間を横断する架橋材２２と、筒本体２１の上部外周面に径方向の外方に向かって突設さ
れた操作突起２４とを備えて構成されている。
【００７０】
この筒本体２１は、外径寸法および長さ寸法がそれぞれ略３０ｍｍおよび略７０ｍｍに設
定されているとともに、肉厚寸法が略１．５ｍｍに設定され、上方に開口した形状を有す
るとともに、下部は、フランジ面２５ｅを介して縮径された構成になっている。
【００７１】
筒本体２１の下部には、また、フランジ面２５ｅの上方に遮光筒２０がケーシング５０に
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内装された状態において、遮光筒２０の位置決めを行うための１条の下部環状突起２５ｄ
が、筒心と同心に備えられている。
【００７２】
また、架橋材２２は、筒本体２１の縮径された部分から下方に突出するように設けられた
透明の樹脂からなる矩形の板状の部分であり、表面における光の反射を押さえるために、
表面光透過加工が施されるとともに、下端に血管の位置にある皮膚にマーキングを行うた
めのマーカー２６を有している。また、ケーシング５０の下方開口部に設けられる遮光部
５１ｎから延設される接皮筒２３の内周面と摺動可能に構成されている。
【００７３】
さらに、操作突起２４は、第二の実施形態では、皮膚に向けて押圧操作するための上下方
向の変位のみ可能なように構成されている。そのため血管と架橋材２２の方向を一致させ
るには、視認者はケーシング５０を支持した手でケーシング５０ごと遮光筒２０を回動さ
せるだけでよい。
【００７４】
上記発光部材３０は、環状に形成されたプリント基板３１と、このプリント基板３１の下
面に図８にも示すように、周方向等ピッチで装着される複数（１２個）のＬＥＤ（発光ダ
イオード）３２とからなっている。
【００７５】
このプリント基板３１は、外径が装着位置のケーシング５０の内径より僅かに小さく寸法
設定されているとともに、内径が遮光筒２０の筒本体２１の縮径部の外径より僅かに大き
く寸法設定されている。
【００７６】
また、ＬＥＤ３２は、それぞれ発光部３２ａと、一対の導電部３２ｂから構成されており
、導電部３２ｂは、ケーシング５０の下端に設けられる遮光部５１ｎに開けられた孔５１
ｐを貫通するようにして、プリント基板３１に開けられた孔３１ａに挿通されてプリント
基板３１と電気的に接続される。そして、この遮光部５１ｎに開けられた孔５１ｐとプリ
ント基板３１に開けられた孔３１ａとは、ＬＥＤ３２の発光部３２ａが、遮光部５１ｎか
ら延設された接皮筒２３とケーシング５０の下端との間に環状に配列されるように寸法設
定されている。
【００７７】
図６を参照して、第二の実施形態では、上記ケーシング５０は、遮光筒２０、発光部材３
０、および電源スイッチ４０を内装する胴部ケーシング５１と、この胴部ケーシング５１
の上部に装着される電池カバー５０ａと、同下端部に装着される連結リング体５７とから
なっている。
【００７８】
この胴部ケーシング５１は、一部を除いて左右対称に形成された左片割れケーシング５２
と右片割れケーシング５３とが互いに合体されることによって形成されるようになってお
り、各片割れケーシング５２、５３は、それぞれ電池カバー５０ａの周縁部と嵌合接合さ
れる電池カバー接合部５１ｑと、円筒状の側板部５１ｒと、側板部５１ｒの下方の部分で
外方に向かって膨設されて形成した膨出部５１ｓと、この膨出部５１ｓの下部に先細りに
なるように下方に向かって延設された先細り部５１ｔと、先細り部５１ｔの下方の部分で
円筒状の下部側板部５１ｕと、各電池カバー接合部５１ｑの裏面側に互いに対向するよう
に突設された平面視で半円状を呈した半円状リブを内装する半割れ角筒５１ｅ（図７）と
、各半割れ角筒５１ｅの上縁部から上方に向かって突設された円弧板５１ｆ（図７）とを
備えて構成されている。
【００７９】
そして、円弧板５１ｆの上端には、雄ねじ縁部５１ｘが形成されており、この雄ねじ縁部
５１ｘとフィルタ押さえ６０ｃの内周面に形成されたねじとを螺合させて、捩じ込むこと
により、各片割れケーシング５２，５３が合体されることによって形成された胴部ケーシ
ング５１の上部の合体状態を維持することができるように構成されている。
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【００８０】
図７を参照して、フィルタ押さえ６０ｃはまた、筒本体２１の上方すなわち基端側に位置
する円弧板５１ｆの上端に捩じ込まれることにより、フィルタ６０を円弧板５１ｆの上端
に装着することができるようになっている。フィルタ６０は、血管を分別して容易に位置
を探索することができるようにするために視野のコントラスト調節を可能にするものであ
り、フィルタ本体６０ａとフィルタ本体６０ａを嵌めこんだフィルタ枠６０ｂとから構成
されている。
【００８１】
このように、第二の実施形態では、筒本体２１の上方すなわち基端側に位置する円弧板５
１ｆと、フィルタ押さえ６０ｃによって本実施形態における本発明の接眼部が形成され、
これによって一方の眼もしくは両方の眼で筒本体２１内を覗き込み易いようになっている
。
【００８２】
また、胴部ケーシング５１の半割れ角筒５１ｅには、環状突起状の摺動部５１ｙ、５１ｚ
が設けられており、胴部ケーシング５１の中央に筒本体２１を上下方向に変位可能に支持
している。一方、半割れ角筒５１ｅの下端縁には、筒本体２１の下部に設けられた筒心と
同心で突設された１条の下部環状突起２５ｄが当接しており、この状態で、架橋材２２の
マーカー２６の下端面とケーシング５０の連結リング体５７の下端面とが同一平面に位置
するように胴部ケーシング５１と筒本体２１との長さ寸法が設定されている。
【００８３】
さらに、胴部ケーシング５１の先細り部５１ｔの上方と下方とには、境界部分において、
それぞれ各片割れケーシング５２，５３が合体された状態で平面視が真円になるように形
状設定された真円部５１ｇ、５１ｇ′が設けられており、下方の境界部分の真円部５１ｇ
′は、内径寸法が環状を呈した上記プリント基板３１の外径寸法より僅かに大き目に寸法
設定されている。
【００８４】
また、この真円部５１ｇ′のさらに下方の位置には、曲率中心が真円部５１ｇ′の筒心と
一致するように中心設定された上部半円形リブ５１ｈ、５１ｈ′が設けられている。そし
てこの上部半円形リブ５１ｈ、５１ｈ′は、片割れケーシング５２，５３が合体された状
態で互いに協働してプリント基板３１を支持するように構成されている。
【００８５】
ここで、上部半円形リブ５１ｈ、５１ｈ′に支持されるプリント基板３１の内側面は、筒
本体２１の縮径部の下端外周面と摺動可能に構成されており、プリント基板３１と筒本体
２１のフランジ面２５ｅとの間には圧縮コイルスプリング５８が外嵌され、常に遮光筒２
０を上方に向けて付勢している。そして、遮光筒２０の操作突起２４に下方に向かう力が
加わることにより、遮光筒２０全体が、圧縮コイルスプリング５８の付勢力に抗して下方
に変位し、遮光筒２０の下端に設けられた架橋材２２のマーカー２６が胴部ケーシング５
１の下方に突出するようになっている。
【００８６】
また、上部半円形リブ５１ｈの下方には、曲率中心が真円部５１ｇ′の筒心と一致するよ
うに中心設定された下部環状突起５１ｗが設けられている。この下部環状突起５１ｗの内
径寸法は複数のＬＥＤ３２の平面視で外側の包絡線によって形成される円（外側包絡円）
の径寸法より若干大き目に寸法設定されており、これによって複数のＬＥＤ３２が下部環
状突起５１ｗ内に嵌り込み得るようになっている。また、この下部環状突起５１ｗと上部
半円形リブ５１ｈとが、互いに協働して遮光部５１ｎを支持するように構成されている。
【００８７】
さらに、この下部環状突起５１ｗの下方には、ケーシング５０の先端外周面に雄ねじ縁部
５１ｋが形成されており、この雄ねじ縁部５１ｋに、連結リング体５７の上部内周面に形
成されたねじを螺合させて締め込むことにより、各片割れケーシング５２，５３の合体状
態を維持することができるように構成されている。
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【００８８】
左片割れケーシング５２には、スイッチボタン４６（図３参照）を挿通するための図略の
切欠き孔が設けられているとともに、この切欠き孔の近傍の片割れケーシング５２の背面
にスイッチ本体４５を装着するための図略のスイッチ装着空間が形成されている。そして
、スイッチ本体４５のスイッチボタン４６が切欠き孔から外部に突出した状態で、このス
イッチボタン４６の先端を上下に操作することにより、発光部材３０への電力供給をオン
・オフさせることができるようになっている。
【００８９】
また、右片割れケーシング５３には、図６にも示すように、膨出部５１ｓより若干上方位
置に、遮光筒２０の操作突起２４を外部に突出させるための操作窓５２ａが設けられてい
る。この操作窓５２ａは縦長に形成されているとともに、上下寸法が操作突起２４の上下
幅より長めに設定され、これによって操作突起２４が操作窓５２ａから外部に突出した状
態で操作突起２４を下方に向けて押圧することにより、マーカー２６の下端面を連結リン
グ体５７から外部に突出させ得るようになっている。
【００９０】
各電池カバー５０ａと半割れ角筒５１ｅとの間には、電池Ｄを装填するための電池装填空
間５１１がそれぞれ形成されており、ここに、バッテリーホルダ５１２がそれぞれ設けら
れている。そして、このバッテリーホルダ５１２には、それぞれ単３乾電池が２個ずつ装
填できるようになっており、合計４個の単３乾電池で全部のＬＥＤ３２を発光させること
ができるように構成されている。
【００９１】
次に、図６～８および図９を参照して第二の実施形態に係る血管視認装置１０の作用につ
いて説明する。
【００９２】
図６～８を参照して、ケーシング５０を組み付けるに際しては、まず、左片割れケーシン
グ５２の図略のスイッチ装着空間、フィルタ装着溝６０ｄにそれぞれ電源スイッチ４０、
フィルタ６０を嵌め込む。
【００９３】
次に、架橋材２２を装着した筒本体２１の下部に圧縮コイルスプリング５８と、プリント
基板３１と、接皮筒２３とを取り付けた後、接皮筒２３の遮光部５１ｎの側からプリント
基板３１にＬＥＤ３２を取り付ける。そして、筒本体２１の下部環状突起２５ｄが、半割
れ角筒５１ｅの下端に接するように、また、プリント基板３１と、接皮筒２３の遮光部５
１ｎが、それぞれ、上部半円形リブ５１ｈ、５１ｈ′の間および、下部環状突起５１ｗと
上部半円形リブ５１ｈとの間に入るように、筒本体２１を胴部ケーシング５１の半割れ角
筒５１ｅに設けた摺動部５１ｙ、５１ｚに筒本体２１が上下方向に変位可能に支持させる
。
【００９４】
さらに、右片割れケーシング５３の半割れ角筒５１ｅを筒本体２１に被せるようにして右
片割れケーシング５３を左片割れケーシング５２に合わせ、この状態で、胴部ケーシング
５１の下部の雄ねじ縁部５１ｋに連結リング体５７を螺着して連結するとともに、フィル
タ押さえ６０ｃを胴部ケーシング５１の頂部に被せて雄ねじ縁部５１ｘを螺着して連結す
る。このようにして、ケーシング５０内に遮光筒２０、発光部材３０および電源スイッチ
４０が内装された血管探知装置１０が完成する（図６参照）。
【００９５】
電池Ｄは、血管視認装置１０の完成後に胴部ケーシング５１から電池カバー５０ａを取り
外した状態でバッテリーホルダ５１２に装填される。そして、バッテリーホルダ５１２に
電池Ｄが装填された状態で電池カバー５０ａを胴部ケーシング５１に装着することにより
、血管探知装置１０への電池Ｄの装填が完了する。
【００９６】
図９は、第二の実施形態に係る血管探知装置１０の作用を説明するための説明図であり、
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（イ）は、血管探知装置１０の接眼部から皮膚Ｓを覗き込んだ状態を示す平面図、（ロ）
は、（イ）において血管探知装置１０を回動操作することにより架橋材２２を血管の延び
る方向に合わせた状態を示す平面図である。
【００９７】
第二の実施形態に係る血管探知装置１０の使用要領は以下のとおりである。すなわち、図
９の（イ）に示す状態において、血管探知装置１０の全体を回動操作して遮光筒２０を筒
心回りに回動させ、図９の（ロ）に示すように、遮光筒２０の架橋材２２の延びる方向を
血管Ｋの延びる方向と一致させる。
【００９８】
次に、操作突起２４を下方に押圧して遮光筒２０の架橋材２２をケーシング５０から下方
に突出させ、これによって皮膚Ｓの表面を架橋材２２のマーカー２６によって押圧して下
方に凹ませ、血管Ｋの延びる方向と一致したマークを皮膚Ｓの表面に付ける。
【００９９】
本発明は、以上詳述したように、皮膚Ｓの表面に光を照射することにより筋肉Ｉ内へ透過
した光が反射する反射光を目視することによって血管Ｋの位置を視認するように構成され
た血管探知装置１０であり、先端側に皮膚Ｓに当接させる接皮部が形成されているととも
に、基端側に接眼部が形成されてなる遮光筒２０と、この遮光筒２０の回りに配されて皮
膚Ｓに向けて光を照射する発光部材３０とを備えて構成したため、遮光筒２０の接皮部（
遮光筒２０の下端面）を人体や動物の皮膚Ｓの目的とする部分に当接させた状態で発光部
材３０を発光させることにより、この発光は皮膚Ｓを透過して筋肉Ｉ内に到り、ここで乱
反射して拡散し、一部は反射光となって遮光筒２０内に侵入する。従って、接眼部に目を
当てて遮光筒２０内を覗くことにより、外光が遮断された状態で上記反射光を明確に視認
することができる。
【０１００】
そして、筋肉Ｉと血管Ｋとでは、血管Ｋの方が光を吸収する度合い（吸収率）が大きいた
め、皮膚Ｓを介して筋肉Ｉ内に侵入した光の内、太い血管Ｋが存在する位置に照射された
ものは、そのほとんどが血管Ｋに吸収されてしまい、血管Ｋが存在する位置の反射光は血
管Ｋが存在しない（但し毛細血管は存在する）筋肉Ｉ部分からの反射光より弱いものとな
り、また、血管Ｋより奥部の筋肉部分で反射した光は血管Ｋで遮られ、その結果、遮光筒
２０内を目視することにより、皮下の血管Ｋ位置が他の部分に比べて黒く視認され、これ
によって血管Ｋの存在位置が確認される。
【０１０１】
従って、遮光筒２０の接皮部を人体や動物の目的とする位置の皮膚Ｓ上で移動させつつ接
眼部から遮光筒２０内を覗き込んで目視観察を行うことにより、処理に適した血管Ｋが容
易に探索される。
【０１０２】
そして、血管探知装置１０は、遮光筒２０とその回りに配された発光部材３０とを備えた
小型のものであり、容易に携帯することが可能であるため、大型で汎用性および即応性に
欠けるという従来の不都合が解消され、場所を問わずに必要な個所で手軽に血管Ｋ位置の
視認を行うことができ、特に救急時や商用電力を容易に得ることができない場所等で有効
に利用することができる。
【０１０３】
そして、遮光筒２０には、その下端部に軸心を含むように遮光筒２０を横断した、皮膚Ｓ
に直線状のマークを付けるマーカー２６が設けられているため、遮光筒２０を覗いて所望
の血管Ｋが目視された状態で、マーカー２６と血管Ｋとが互いに重なり合うように遮光筒
２０を軸心回りに回し後、マーカー２６を皮膚Ｓに向けて強く押し付けることによりマー
カー２６による直線状のマークＭを皮膚Ｓに刻印することができる。
【０１０４】
従って、マークＭに沿うように注射針を皮膚Ｓに刺し込むことにより、注射針は血管Ｋの
延びる方向に向けて皮下に侵入し、血管Ｋの外周面を貫いて平行に血管Ｋ内に入り込み、
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一旦血管Ｋ内に刺し込まれた注射針が血管Ｋを径方向に貫通してしまうような不都合を回
避することができる。
【０１０５】
このように、マーカー２６によって注射針の針入方向が案内されるため、ただ単に点描等
で位置を示しただけでは注射針の針入方向が明確でなくなり、これによって確実に注射針
の先端を血管Ｋ内に留まらせることが困難な従来の不都合を解消することができる。
【０１０６】
また、遮光筒２０の上部にレンズ５９を設けているため、レンズ５９を介して遮光筒２０
内を目視することにより、視度が調節されてより容易に血管Ｋ位置を探索することができ
る。
【０１０７】
また、フイルタを介して遮光筒内を目視することにより、視野のコントラスト調節が可能
になり、コントラストが良好で血管をよく分別できる状態で容易に血管位置を探索するこ
とができる。
【０１０８】
また、遮光筒２０の回りを囲むケーシング５０を設け、このケーシング５０と遮光筒２０
との間に発光部材３０および電源スイッチ４０を装着する装填室（スイッチ装着空間５１
０、電池装填空間５１１）を設けたため、発光部材３０や電源スイッチ４０がケーシング
５０内に収納されることにより、遮光筒２０の外周面に剥き出しで電池Ｄや発光部材３０
を取り付けた場合に比較して血管探知装置１０の外観視を美麗にすることができるととも
に、凹凸が存在しなくなることにより容易に携帯することができる。
【０１０９】
本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、以下の内容をも包含するものであ
る。
【０１１０】
（１）上記の実施形態においては発光部材３０にＬＥＤ３２が採用されているが、本発明
は、発光部材３０としてＬＥＤ３２を採用することに限定されるものではなく、タングス
テン球、ハロゲン球、あるいはクリプトン球などの、いわゆる豆電球を用いてもよい。
【０１１１】
（２）上記の実施形態において、発光部材３０として放射状に光を発する豆電球を用いた
場合には、豆電球の発光を皮膚Ｓに向かうように反射する反射鏡を設けてもよい。こうす
ることによって、豆電球からの発光の皮膚Ｓに向かう光量を反射鏡によって多くすること
ができ、遮光筒２０内の皮膚Ｓの目視位置が明るくなって血管Ｋの位置が際立ち、血管位
置をより容易に視認することができる。
【０１１２】
（３）上記の実施形態においては、遮光筒２０に付勢力を付与するために圧縮コイルスプ
リング５８が採用されているが、圧縮コイルスプリング５８に代えて板ばねを採用しても
よいし、圧縮弾性変形する、例えば発泡性合成樹脂等の弾性材料を用いてもよい。
【０１１３】
（４）上記の実施形態においては、筒本体２１の上部に１枚のレンズ５９が装着されてい
るが、１枚のレンズ５９に代えて複数枚の各種のレンズを積層した、いわゆる合せレンズ
を採用してもよい。
【０１１４】
（５）上記の実施形態においては、胴部ケーシング５１の上部位置に、筒本体２１に連設
される上部筒体５１ｆ′が上方に向けて突設されているが、本発明は、上部筒体５１ｆ′
を設けることが必須ではなく、上部筒体５１ｆ′を設ける代わりに筒本体２１を胴部ケー
シング５１の平板部５１ａより長尺にし、この筒本体２１の頂部を胴部ケーシング５１か
ら上方に突出させるようにしてもよい。
【０１１５】
（６）上記の実施形態において、ケーシング５０に発光部材３０への電源を、電池Ｄと外
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部電力との間で切り換える切換器を設け、さらに電池Ｄとして充電式のものを採用すると
ともに、接続プラグ４３が商用電源に接続されているときで、かつ、スイッチボタン４６
がオフに設定されているときは、充電式の電池に電力が供給されるようにしておけば、接
続プラグ４３を商用電源に接続しておくことにより常に電池が充電され、電池切れを防ぐ
ことができて便利である。
【０１１６】
また、切換器の操作で状況に応じて電池Ｄを電源にしたり、商用電力を電源にすることが
でき、商用電力が得られる場所ではそれを優先的に利用することで電池Ｄの寿命を長持ち
させることができる。
【０１１７】
（７）上記の実施形態において、遮光筒２０として覗き孔５６ｃまで延びたものを採用す
るとともに、この遮光筒２０内にレンズ５９を装着し、レンズ５９と皮膚面との距離を調
節し得る機構を設けてもよい。また、複数の凸レンズおよび凹レンズを組み合わせた複合
レンズを採用し、各レンズ間の距離を変化させ得る焦点調節機構を設けてもよい。こうす
ることによって、視度を個人差に応じて調整することが可能になり、血管視認装置１０の
汎用性が向上する。
【０１１８】
【発明の効果】
請求項１記載の発明によれば、先端側に皮膚に当接させる接皮部が形成されているととも
に、基端側に接眼部が形成されてなる遮光筒と、この遮光筒の回りに配されて皮膚に向け
て光を照射する発光部材とを備えて血管探知装置を構成したため、遮光筒の接皮部の先端
縁部を人体や動物の皮膚の目的とする部分に当接させた状態で発光部材を発光させること
により、この発光は皮膚を透過して筋肉内に侵入して乱反射および拡散し、一部は反射光
となって遮光筒内に戻される。従って、接眼部に目を当てて遮光筒内を覗くことにより、
外光が遮断された状態でこの反射光を明確に視認することができる。
【０１１９】
そして、太い血管が存在する血管存在位置の反射光は太い血管が存在しない筋肉部分から
の反射光より弱いものとなるため、遮光筒内を目視することにより、皮下の血管位置が他
の部分に比べて黒く視認され、これによって血管の存在位置を確認することができる。
【０１２０】
従って、遮光筒の接皮部を人体や動物の目的とする位置の皮膚上で移動させつつ接眼部か
ら遮光筒内を覗き込んで目視観察を行うことにより、処理に適した血管が容易を容易に探
索することができる。
【０１２１】
そして、血管探知装置は、遮光筒とその回りに配された発光部材とを備えた小型のもので
あり、容易に携帯することができるため、大型のものの場合はその探知装置の存在する位
置まで患者が出向かなければならず、汎用性および即応性に欠けるという従来の不都合が
解消され、場所を問わずに必要個所で手軽に血管位置の視認を行うことができ、特に救急
時や商用電力を容易に得ることができない場所等で有効に利用することができる。
【０１２２】
請求項２記載の発明によれば、接眼部にレンズを設けたため、レンズを介することで視度
の調節が容易になり、より確実に血管位置を探索することができる。
【０１２３】
請求項３記載の発明によれば、フイルタを介して遮光筒内を目視することにより、視野の
コントラスト調節が可能になり、コントラストが良好で血管をよく分別できる状態で容易
に血管位置を探索することができる。
【０１２４】
請求項４記載の発明によれば、遮光筒の回りを囲む外筒と遮光筒との間に発光部材および
電池を装填する装填室を形成したため、遮光筒の外周面に剥き出しで電池や発光部材を取
り付けた場合に比較して血管探知装置の外観視を美麗にすることができるとともに、容易
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に携帯することができる。
【０１２５】
請求項５記載の発明によれば、接皮部には、皮膚に直線状のマークを付けるマーカーを設
けたため、遮光筒を覗き所望の血管が視認された状態で、マーカーと血管とが互いに重な
り合うように遮光筒を軸心回りに回したり場所を移したりした後、遮光筒を皮膚に向けて
強く押し付けることにより、マーカーによる直線マークを皮膚に刻印することができる。
【０１２６】
従って、円内の直線マークに沿うように注射針を皮膚に刺し込むことにより、注射針は血
管の延びる方向に向けて皮下に侵入し、血管の外周面を貫いて平行に血管内に入り込み、
一旦血管内に刺し込まれた注射針が血管を径方向に貫通してしまうような不都合を回避す
ることができる。
【０１２７】
このように、マーカーによって注射針の針入方向が案内されるため、ただ単に点描等で位
置を示しただけでは注射針の針入方向が明確でなくなり、これによって確実に注射針の先
端を血管内に留まらせることが困難な従来の不都合を解消することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る血管探知装置の一実施形態を示す一部切欠き分解斜視図である。
【図２】図１に示す血管探知装置の組立て斜視図である。
【図３】図２に示す血管探知装置のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】図２に示す血管探知装置の底面図である。
【図５】血管探知装置の作用を説明するための説明図であり、（イ）は、血管探知装置の
下端面を皮膚Ｓに当接させた状態を示す側面図、（ロ）は、血管探知装置の接眼部から皮
膚Ｓを覗き込んだ状態を示す平面図、（ハ）は、（ロ）において操作突起を回動操作する
ことにより架橋材を血管の延びる方向に合わせた状態を示す平面図、（ニ）－▲１▼は、
（ハ）において操作突起を押圧操作することによりマーカーを突出させて皮膚にマークを
付けつつある状態を示す側面図、（ニ）－▲２▼は、皮膚に付いたマークを示す平面図で
ある。
【図６】第二の実施形態に係る血管探知装置の斜視図である。
【図７】図６に示す血管探知装置の断面図である。
【図８】図６に示す血管探知装置の底面図である。
【図９】第二の実施形態に係る血管探知装置の作用を説明するための説明図であり、（イ
）は、血管探知装置の接眼部から皮膚Ｓを覗き込んだ状態を示す平面図、（ロ）は、（イ
）において操作突起を回動操作することにより架橋材を血管の延びる方向に合わせた状態
を示す平面図である。
【符号の説明】
１０　血管探知装置　　　　２０　遮光筒
２１　筒本体　　　　　　　２２　架橋材
２３　接皮筒　　　　　　　２４　操作突起
２４ａ　ローレット模様　　２５　環状突起
２５ａ　下部フランジ　　　２５ｂ　中間フランジ
２５ｃ　上部フランジ　　　２５ｄ　下部環状突起
２５ｅ　フランジ面　　　　２６　マーカー
３０　発光部材　　　　　　３１　プリント基板
３２　ＬＥＤ　　　　　　　４０　電源スイッチ
４３　接続プラグ　　　　　４４　電源スイッチ
４５　スイッチ本体　　　　４６　スイッチボタン
５０　ケーシング　　　　　５０ａ　電池カバー
５１　胴部ケーシング　　　５１０　スイッチ装着空間
５１１　電池装填空間　　　５１ａ　平板部
５１ｂ　側板　　　　　　　５１ｃ　膨出部
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５１ｄ　先細り部　　　　　５１ｄ′　逆円錐部
５１ｅ　半割れ角筒　　　　５１ｆ　円弧板
５１ｆ′　上部筒体　　　　５１ｇ　真円部
５１ｈ　上部半円形リブ　　５１ｉ　下部環状突起
５１ｊ　切欠き溝　　　　　５１ｋ　雄ねじ縁部
５１ｍ　段差縁部　　　　　５１ｎ　遮光部
５１ｐ　孔　　　　　　　　５１ｑ　電池カバー接合部
５１ｒ　側板部　　　　　　５１ｓ　膨出部
５１ｔ　先細り部　　　　　５１ｕ　下部側板部
５１ｗ　下部環状突起　　　５１ｘ　雄ねじ縁部
５１ｙ　摺動部　　　　　　５１ｚ　摺動部
５２　左片割れケーシング
５２ａ　操作窓　　　　　　５３　右片割れケーシング
５４　頂部ケーシング　　　５５　逆漏斗部
５５ａ　段差縁部　　　　　５６　キャップ部
５６ａ　キャップ筒　　　　５６ｂ　環状天板
５６ｃ　覗き孔　　　　　　５７　連結リング体
５８　圧縮コイルスプリング
５９　レンズ　　　　　　５９ａ　レンズ装着溝
６０　フィルタ　　　　　６０ｄ　フィルタ装着溝
Ｄ　電池　　　　　　　　　Ｉ　筋肉
Ｋ　血管　　　　　　　　　Ｍ　マーク
Ｓ　皮膚
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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